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序章 香取市文化財保存活用地域計画の作成 

 

１．計画作成の背景と目的 

 

香取市は平成 18（2006）年 3 月 27 日に佐
さ

原
わら

市
し

、香取郡小
お

見
み

川
がわ

町
まち

、山
やま

田
だ

町
まち

及び栗源町
くりもとまち

の１

市３町が合併して誕生した。市内には 190 件の国・県・市指定等文化財をはじめとする多くの

歴史・文化資産が所在し、これまで文化財保護法や県・市文化財保護条例等に基づいて保存・

活用の措置を講じてきた。 

そうした中、合併後 10 数年が経過する間に、香取市を取り巻く社会的環境に様々な変化が

表れるようになった。まず、第一に挙げられるのは、少子化、高齢化による人口減少が顕著と

なっていることである。令和 4（2022）年 4 月に本市は一部過疎地域に指定された。このこと

は、文化財等を守り伝えてきた世代の高齢化による負担の増加や、地域コミュニティーで伝承

されてきた祭礼等における若年層の担い手の減少に繋がることとなり、その保存・継承が危ぶ

まれる状況となっている。 

また、平成 23（2011）年 3月の東日本大震災や、近年では頻発する台風や暴風雨等の自然災

害の脅威も増している。文化財等の被害も多数発生しており、こうした災害、あるいは火災、

盗難などから文化財等を守るための方策や、被災した際の速やかな修理・復旧への対応がより

一層求められてきている。 

一方で、観光客数は比較的安定しており、平成 28（2016）年に日本遺産「北総四都市江戸紀

行」の認定を受けたこともあって、歴史・文化資産を活用する場面も増えた。中でも外国人観

光客が近年増加傾向にあることからインバウンド向けの対応を含めて、文化財等を観光振興に

活かす方策の検討が必要となっている。 

平成 30（2018）年 3月に策定された第２次香取市総合計画では、まちづくりの将来都市像に

「豊かな暮らしを育む 歴史文化・自然の郷 香取」を掲げている。その実現に向け、文化財

等の歴史・文化資産を保存し、その活用を図っていくための計画策定を検討することとした。

そこで、まず取り組んだのは歴史的風致維持向上計画の策定である。これは地域に伝わる歴史

的建造物と人々の活動が一体となった歴史的風致の維持及び向上のため、必要な取り組みを推

進するための計画であり、平成 31（2019）年 3月に国土交通省・農林水産省・文部科学省の認

定を受けた。計画では８件の歴史的風致地区及び１件の重点区域を設定したが、現在、この計

画に掲げた方針と措置に基づき、文化財等の保存と活用に係る様々な施策を推進している。 

この間、平成 30年 6月 8日付けで文化財保護法の一部を改正する法律（「文化財保護法及び

地方教育行政の組織及び運営に関する法律」）が公布され、平成 31年 4月 1日付けで施行され

た。これにより（１）都道府県による文化財保存活用大綱の策定、（２）市町村による文化財

保存活用地域計画の作成、（３）市町村による文化財保存活用支援団体の指定、（４）所有者等
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による保存活用計画の作成が新たに制度化されることとなった。 

歴史的風致維持向上計画は、歴史的建造物及びその周辺環境に係る整備と活用に有効的なも

のであるが、措置の対象や範囲は重点区域や歴史的風致地区に限定されており、これ以外の区

域や歴史的建造物を伴わない文化財等についての効果は期待できない。そこで、広く市域全体

にわたる文化財等の保存と活用を進めるため、歴史的風致維持向上計画に加えて、文化財保護

法の改正を契機に地域計画作成に着手することとなった。 

文化財保存活用地域計画作成では、先に挙げたような近年の変化を踏まえた上で、文化財等

を取り巻く諸課題を明確にし、将来にわたって文化財等を保存、継承するための方針と、その

ための具体的な措置について検討することとした。併せて、これまで個々の文化財等の所有者、

関係者等が中心に担ってきた保存・活用についても、計画作成により周辺の文化財等を一体と

とらえ、地域ぐるみの視点での保存・活用も検討することとした。 
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２．計画の作成体制と経緯 

 

 文化財保存活用地域計画の作成にあたっては、

文化財保護法第 183条の 9第 1項の規定により地

域計画協議会を設置し、計画案の作成に係る検討

を行った。協議会の構成は識見を有する者、文化

財等の所有者、関係団体（まちづくり団体）から

なる外部委員と、県及び市担当部局の行政委員か

らなる。 

作成過程においては、市文化財保護審議会の意

見を聞くとともに、計画素案がまとまった段階で、

住民の意見を反映させるためのパブリックコメ

ントを実施した。 

 地域計画の作成は、令和元年度を準備期間とし、

令和2年度から令和4年度の3か年事業で実施し

た。 

香取市文化財保存活用地域計画協議会

【計画案の作成に係る検討】

「文化財保護法」（以下「法」という）第183条の3第1項に規定によ

り作成する香取市文化財保存活用地域計画に関して必要な事項を協

議するため、法第183条の9第1項の規程により設置する協議会

構成：識見を有する者、文化財等の所有者、関係団体（まちづくり

団体）、行政機関（県・市）

事務局

【計画案の作成及び各種事業の実施】
教育委員会生涯学習課

報告・提案 意見

報告
市民 市文化財保護審議会

意見

意見募集

意見

報告

市教育委員会

【香取市文化財保存活用地域計画の決定】

文化庁

【香取市文化財保存活用地域計画の認定可否】

香取市文化財保存活用地域計画の認定

認定

申請

認定
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氏　名 役　職　等 区　分

1 会長 斎木
さ い き

　勝
まさる

香取市文化財保護審議会・委員 識見を有する者・歴史（考古）

2 副会長 木村
き む ら

　修
おさむ

香取市文化財保護審議会・会長 識見を有する者・歴史（中世）

3 委員 池田
い け だ

　寿
ひとし

香取市文化財保護審議会・委員、元文化庁主任文化財調査官 識見を有する者・歴史（古文書）

4 委員 岩瀨
い わ せ

　繁
しげる

香取市文化財保護審議会・委員 識見を有する者・建築

5 委員 小西
こ に し

　則子
の り こ

小見川史談会・会員 識見を有する者・歴史（郷土史）

6 委員 佐藤
さ と う

　健太
け ん た

良
ろ う

NPO法人　小野川と佐原の町並みを考える会・理事長 関係団体（まちづくり団体）

7 委員 平野
ひ ら の

　功
いさお

香取市文化財保護審議会・委員 識見を有する者・歴史（考古）

8 委員 雪松
ゆきまつ

　直
なおし

香取神宮・権禰宜 国宝・重要文化財等の所有者

田中
た な か

　文昭
ふみあき

千葉県教育庁教育振興部文化財課・課長（～令和4年3月31日） 行政機関・県

金井
かない

　一喜
かずき

千葉県教育庁教育振興部文化財課・課長（令和4年4月1日～） 行政機関・県

浅野
あ さ の

　仙一
せんいち

総務企画部長（～令和3年3月31日） 行政機関・市

宮﨑
みやざき

　秀行
ひでゆき

経営企画部長（令和3年4月1日～） 行政機関・市

宮﨑
みやざき

　秀行
ひでゆき

生活経済部長（～令和3年3月31日） 行政機関・市

藤崎
ふじさき

　弘之
ひろゆき

生活経済部長（令和3年4月1日～） 行政機関・市

平野
ひ ら の

　靖
やすし

生活経済部長（令和4年4月1日～） 行政機関・市

斎藤
さい と う

　栄造
えいぞう

建設水道部長（～令和3年3月31日） 行政機関・市

吉田
よ し だ

　博之
ひろゆき

建設水道部長（令和3年4月1日～） 行政機関・市

増田
ま す だ

　正記
ま さ き

教育部長（～令和3年3月31日） 行政機関・市

松田
ま つ だ

　博明
ひろあき

教育委員会次長（令和3年4月1日～） 行政機関・市

宇井
う い

　正志
た だ し

教育委員会次長（令和4年4月1日～） 行政機関・市

12

13

委員

委員

香取市文化財保存活用地域計画協議会委員（令和2年7月1日～令和6年6月30日）

10 委員

11 委員

9 委員

年　度 月　日 項　目

令和元年度 3月1日 香取市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱の施行

令和２年度 7月1日 香取市文化財保存活用地域計画協議会委員委嘱

8月7日 令和2年度第1回香取市文化財保存活用地域計画協議会開催

11月7日 令和2年度第1回文化財講演会開催（地域計画作成事業）

12月21日 令和2年度第2回香取市文化財保存活用地域計画協議会開催

3月7日
令和2年度第2回文化財講演会開催（地域計画作成事業）
（対面開催中止、動画配信）

2月～3月 歴史的建造物分布調査

令和３年度 10月8日 地域計画作成に係る文化庁協議

10月24日 令和3年度第1回文化財講演会開催（地域計画作成事業）

11月22日 令和3年度第1回香取市文化財保存活用地域計画協議会開催

3月6日 令和3年度第2回文化財講演会開催（地域計画作成事業）

3月25日 令和3年度第2回香取市文化財保存活用地域計画協議会開催

2月～3月 歴史的建造物及び景観現状調査

令和４年度 5月23日 令和4年度第1回香取市文化財保存活用地域計画協議会開催

7月12日 令和4年度第2回香取市文化財保存活用地域計画協議会開催

7月26日 香取市文化財保護審議会開催（地域計画意見聴取）

8月1日～22 パブリックコメント実施

●月●日 令和4年度第1回文化財講演会開催（地域計画作成事業）

●月●日 令和4年度第3回香取市文化財保存活用地域計画協議会開催

●月●日 香取市文化財保存活用地域計画認定申請

●月●日 令和4年度第2回文化財講演会開催（地域計画作成事業）

香取市文化財保存活用地域計画作成の経緯



     序章 香取市文化財保存活用地域計画の作成 

 

5 

R4 

 

３．計画の位置付け 

 

 本計画は、香取市におけるまちづくり計画である第２次香取市総合計画に則し、それに基づ

いて策定される各種関連計画との整合・連携を図る。また、第２次香取市教育ビジョンとの整

合を図るほか、香取市歴史的風致維持向上計画とは相互補完の関係となる。作成にあたっては

千葉県文化財保存活用大綱を勘案し、香取市の文化財等の保存活用に関する基本的な方針を示

す計画として位置付ける。 

氏　名 分野等 備考

1 会長 木村
き む ら

　修
おさむ

歴史（中世） －

2 副会長 酒井
さ か い

　右
ゆ う

二
じ

歴史（近世） －

3 委員 飯泉
いいずみ

　太子宗
と し た か

美術工芸（仏像） ＮＰＯ古仏修復工房

4 委員 池田
い け だ

　寿
ひとし

歴史（古文書） 元文化庁主任文化財調査官

5 委員 岩瀨
い わ せ

　繁
しげる

建築 岩瀬建築社長

6 委員 斎木
さ い き

　勝
まさる

歴史（考古） 日本考古学協会会員

7 委員
糠谷
ぬ か や

　隆
たかし

（R4.5.1～）

自然（魚類） 元千葉県立中央博物館主席研究員

8 委員 平野
ひ ら の

　功
いさお

歴史（考古） 水郷佐原あやめパーク職員

香取市文化財保護審議会委員（令和2年5月1日～令和6年4月30日）

香取市文化財保存活用地域計画と関連計画との相関図 

整
合

第２次香取市総合計画
豊かな暮らしを育む 歴史文化・自然の郷 香取

～人が輝き 人が集うまち～

第２期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略

香取市都市計画マスタープラン
香取市国土強靭化地域計画

香取市地域防災計画

第２次香取市教育ビジョン

香取市歴史的風致維持向上計画

香
取
市
文
化
財
保
存
活
用

地
域
計
画

整合

整合

連
携

整
合

千
葉
県
文
化
財
保
存
活
用
大
綱

整合

香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存計画

関
連

整合
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①第２次香取市総合計画 

平成 30（2018）年 3月策定 計画期間：平成 30（2018）～令和 9（2027）年度 

 香取市における最上位のまちづくり計画であり、①市のまちづくりの中核となる計画、②市民に対する市の運

営方針、③国や県などに対する市が目指すまちづくりの提示としての役割を持つ。 

まちづくりの将来都市像に「豊かな暮らしを育む 歴史文化・自然の郷 香取 ～人が輝き 人が集うまち～」

を掲げている。目指すまちの姿を実現するため、６分野を施策の大綱として定め、38 の施策と４つの重点プロジ

ェクトを設定している。 

６分野の大綱のうち、「教育・文化の振興」において歴史・文化の施策、また「都市基盤の整備」において町並

み整備の施策では、以下の方針を掲げている。 

②第２期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和 2（2020）年 2月策定 計画期間：令和 2（2020）～令和 4（2022）年度  

香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、国・県が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案し、

「香取市人口ビジョン」を踏まえて策定した、令和 4年度までの第２期計画である。 

この総合戦略は、香取市総合計画の取り組みの一つである人口減少対策に重点を置き、人口ビジョンにおいて

定める目標人口に向かって地方創生に関する施策を推進するために策定するものである。４つの基本目標を設け、

それに基づく施策により、実際の取り組みを行っていく。 

４つの基本目標のうち（４）「時代にあった地域の創造」では、施策として「歴史と文化を活かしたまちづくり」

を設け、取り組みとして伝統文化の継承と文化財の維持、文化遺産・指定文化財等の利活用の推進、伊能忠敬記

念館の機能拡充の３つを挙げている。 

③香取市都市計画マスタープラン 

平成 22（2010）年 12月策定 計画期間：令和 9（2027）年度まで  

香取市都市計画マスタープランは香取市総合計画に則し、概ね 20年後のまちづくりの方向性を｢全体構想｣、｢地

域別構想｣及び｢実現のための方策｣の３本の柱で示したものである。 

 全体構想は、第１次香取市総合計画に基づき、基本理念として「市民協働による 暮らしやすく 人が集うま

ちづくり」、将来都市像として「元気と笑顔があふれるまち 一人ひとりの市民が輝く 活気みなぎる やすらぎの

郷 香取」を掲げている。歴史的資源の保全と活用の方針では、「歴史的資源を維持するとともに、観光資源とし

ての活用を目指す」ことを掲げている。 

 

大綱・施策名 教育・文化の振興―歴史・文化 都市基盤の整備―町並み整備

伝統文化の継承と指定文化財の維持 歴史的建造物の保存継承と利活用

指定文化遺産・指定文化財等の利活用の促進 電線類地中化の推進

伊能忠敬記念館の利用の機能拡充 裏通りに点在する歴史的資源の価値の見直し

調査体制の充実と出土遺物の適正管理 歴史的資源を生かしたまちづくり

方針
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④香取市国土強靭化地域計画 

令和 3（2021）年 3月策定  

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」（平成 25 年公布・施

行）に基づき作成した、香取市において今後起こり得る大規模自然災害等に備え、事前防災・減災と迅速な復旧・

復興が可能な地域づくりを計画的に進めるための地域計画である。計画では、リスクシナリオごとの推進方針の

目標７「文化遺産等の地域資源を守るとともに、農業・商工業・観光等の地域経済活動の早期復旧・復興を図る」

の中に、7-1「後世に残すべき貴重な文化遺産の被災」で「文化財の防災対策・文化財保管施設の防災対策・無形

文化財等の継承」がうたわれている。 

⑤香取市地域防災計画 

令和 2（2020）年度 改訂 

 災害対策基本法に基づき、香取市防災会議が、市及び市域に関わる防災関係機関、団体、住民等が対処しなけ

ればならない防災に関する事務、業務について定めた総合的な運営計画である。 

文化財に関して、震災編「第２章 震災予防計画」において文化財等の災害予防として、文化財建造物等の防

災対策の推進が掲げられている。また、風水害等編「第２章 災害予防計画」において文化財等の火災予防とし

て、文化財建造物等の火災予防対策が掲げられている。 

⑥第２期香取市教育ビジョン 

令和 2（2020）年 2月策定 計画期間：令和 2（2020）～令和 11（2029）年度 

香取市教育ビジョンは、国の教育振興基本計画、県の千葉県教育振興基本計画を踏まえ、香取市総合計画の教

育・文化分野の目標を達成するためのもので、10 年間を対象としている。施策の目的や方針を明らかにする基本

計画を前期５年間、後期５年間とし、基本理念は「自立・共生・協働」を掲げている。基本目標は市基本構想の

教育分野として「歴史と文化に包まれて、心豊かな人を育むまちづくり」の中で、大綱のひとつの「郷土を愛す

る心を育む文化の継承」では、史跡等の指定文化財の保存と活用の推進、伝統文化・民俗文化及び伝統的遺物群

の保存と活用などを挙げている。 

⑦香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存計画 

平成 18（2006）年 3月作成  

香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存計画は、香取市佐原地区歴史的景観条例（平成 18 年 3 月 27 日条例第

103号）第 18条の規定に基づき策定されたものである。「文化的価値の高い伝統的建造物群及びこれらと一体をな

す環境を保存・整備し、加えて住民の生活向上を配慮し、所有権や財産権等を尊重しつつ、保存地区の管理・修

理・修景復旧に努めるもの」を保存方針とする。 

保存地区内の保存事業を実施するにあたり、保存地区の管理上必要な施設及び防災施設等の整備を図る。また、

所有者が行う修理、修景及び復旧等について適切な助成措置を講ずることとする。 
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⑧香取市歴史的風致維持向上計画 

平成 31年（2019）3月策定 計画期間：令和元（2019）～令和 10（2028）年度 

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき、香取市に伝わる歴史的建造物と人々の活動が

一体となった良好な市街地の環境「歴史的風致」の維持及び向上を図るための計画であり、10 年間を対象に策定

された。 

市内の歴史的建造物と人々の活動が一体となったものを歴史的風致として、8つの歴史的風致地区を設定した。

そのうち、重点区域を佐原の町並みと山車行事・伊能忠敬・香取神宮に関わる範囲を中心に設定し、まちづくり

に関する施策を実施する。 

⑨千葉県文化財保存活用大綱 

令和 2（2020）年 10月策定 

千葉県大綱では、千葉県が目指す文化財の保存・活用の将来像として、「県民一人一人が文化財の魅力を知り、

守り、次世代につなげ、活用することで、豊かな県民文化を育む。」としている。 

千葉県の文化財の保存・活用の基本的な方針として、県・市町村が保存・活用のため講ずる措置、市町村及び

文化財所有者等への支援、防犯・防災及び災害発生時の対応、県における文化財の保存・活用の推進体制などを

明らかにしている。 

 

 

 

香取市の歴史的風致と位置 

香取市の歴史的風致と位置 
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４．計画期間と評価 

 

 計画期間：令和 5（2023）年度から令和 11（2029）年度 ７年間 

 地域計画の計画期間は、第２次香取市総合計画（平成 30 年度～令和 9 年度、10 年間）を基

に、本計画に密接に関連する香取市歴史的風致維持向上計画（令和元年度～令和 10 年度、10

年間）の期間を勘案したうえで、令和 5年度から令和 11年度の７年間とした。 

 

 本計画に基づき、継続的な文化財等の適切な保存・活用を推進していくため、計画に記載し

た措置や事業について市文化財担当事務局を中心に適宜進捗状況を確認し、その結果等につい

て本市文化財保護審議会で報告し意見を徴することで、進捗管理と自己評価を行うこととする。 

 なお、計画期間の変更、文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更、地域計画の実施に

支障を生じるおそれのある変更については、文化庁の変更の認定を受けることとする。その他、

軽微な変更を行った場合は、千葉県を通じて文化庁へ報告する。 

 

 

  

平成

30年度

令和

1年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

令和

13年度

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

第2次香取市総合計画

香取市歴史的風致維持向上計画

香取市文化財保存活用地域計画

10年間

10年間

（第2期）

7年間 （第2次）
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５．計画の対象（香取遺産の定義） 

 

 香取市では、合併当初から広報誌に「香取遺産」と称して文化財を紹介する企画を毎号連載

している。指定等文化財のほか、未指定の文化財、歴史的な事象、地理的環境などに広く題材

を求め、市の歴史、文化を伝えてきた。本計画で対象とする文化財等の歴史・文化資産は、ま

さに広報誌に連載する「香取遺産」の考え方に合致するものといえる。 

 そこで、本計画で対象とする文化財等の歴史・文化資産を「香取遺産」と総称したい。具体

的には「指定等文化財」「未指定文化財」「その他の歴史・文化資産」を包括したもので、「市

にとって大切で、守り伝えていくべき歴史・文化資産」を香取遺産と定義する。 

 

◆指定等文化財 

 文化財保護法では、文化財を６つの類

型に分類し、指定、選定、登録などの制

度を設けて保護している。これに埋蔵文

化財、文化財の保存技術を加えて保護の

対象としている。同様に県条例、市条例

でも保護している。 

◆未指定文化財 

 上記６類型に当てはまるものの、未だ

国、県、市の指定保護を受けていない文

化財。 

◆その他の歴史・文化資産 

 文化財保護法の６類型にとらわれず、

市の歴史、文化を語るうえで欠かせない

もの。 

有 形 文 化 財

無 形 文 化 財

民 俗 文 化 財

記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

文 化 財 の 保 存 技 術

埋 蔵 文 化 財

【建造物】
【美術工芸品】

絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書

考古資料、歴史資料

【演劇、音楽、工芸技術等】

【有形の民俗文化財】

衣装、器具、家屋等
【無形の民俗文化財】
風俗習慣、民俗芸能、民俗技術

【遺跡】
貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅等
【名勝地】

庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等
【動物、植物、地質鉱物】

棚田、里山、用水路等

宿場町、城下町、農漁村等

土地に埋蔵されている文化財

文化財の保存に必要な材料や用具の生産、制作、修
理・修復の技術等

文化財保護法第2条の６類型

文化財保護法に規定される文化財等

指定等文化財
国・県・市 指定等 未指定文化財

文化財保護法に規定される文化財等

・埋蔵文化財 ・文化財の保存技術

その他の歴史・文化資産

市の歴史、文化を語るうえ

で欠かせないもの

香 取 遺 産
市にとって大切で、守り伝えていくべき歴史・文化資産
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第１章 香取市の概要 

 

１．自然的・地理的環境 

 

（１）位置 

 千
ち

葉
ば

県
けん

北東部に位置しており、東京都心から直線距離で約 70㎞、成田国際空港から約 20㎞

の距離にある。市域は東西約 21.2㎞、南北約 22.7 ㎞にわたり、面積は、262.35 ㎢と県内第４

位の規模を有している。東は 東
とうの

庄
しょう

町
まち

、南は 旭
あさひ

市
し

・匝
そう

瑳
さ

市
し

・多古
た こ

町
まち

、西は神
こう

崎
ざき

町
まち

・成
なり

田
た

市
し

、

そして北は 茨
いばら

城
き

県
けん

の稲
いな

敷
しき

市
し

・潮
いた

来
こ

市
し

・神
かみ

栖
す

市
し

に接している。 

北部には利根川が西から東へ貫
かん

流
りゅう

しており、河口から約 40㎞に位置する。平成 18（2006）

年に佐
さ

原
わら

市
し

、小見
お み

川町
がわまち

、山
やま

田
だ

町
まち

及び栗源町
くりもとまち

の 1市 3町が合併し、現在に至っている。合併後

は旧市町の単位で表現する際に、便宜的に「佐原地区」等とすることが多いため、本計画でも

それに倣うこととしたい。 

香取市の概要図 
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（２）地形・地質 

 市内の地形は、利根川沿い

の沖積平野と下総台地と呼ば

れる洪積台地とに二分される。

台地は標高 30～50ｍで、東か

ら西にかけて低くなる傾向が

ある。最高標高は小見川地区

東部の台地上で 52ⅿであり、

全体に起
き

伏
ふく

の小さい地域であ

る。台地と低地の高低差は大

きくないものの、その間の斜

面は急斜面となっているとこ

ろが多い。台地には樹
じゅ

枝
し

状
じょう

の

谷が刻まれ、奥部の細い谷は

谷津
や つ

と呼ばれる。 

約 12万年前の温暖な間
かん

氷
ぴょう

期
き

には、現在よりも海水面が高かったため、市域周辺は海底下に

あった。この時期に下総
しもうさ

台地の土台となる成田層（木
き

下
おろし

層など）と呼ばれる海
かい

成層
せいそう

が形成さ

れた。その後、約 2 万年前までの寒冷な 氷
ひょう

期
き

においては海水面が低下し、陸化した台地上に

関東ローム層が形成された。現在河川が流れているところには深い谷が刻まれ、台地を樹枝状

に削ったことで現在の台地縁辺の急斜面が形成された。その後、約 6,000 年前の 縄
じょう

文
もん

海
かい

進
しん

の

時期にかけて急激に温暖化したことで海水面が上昇し、現在よりも数ｍ高い位置まで海水が流

入した。関東平野南部の川沿いは海水で満たされ、市の北部には広大な内海が形成されたほか、

南部の栗
くり

山
やま

川
がわ

流域も内海になっていた。現在にかけて再び海水面が低下し、河川により運ばれ

た土砂が堆積することにより 沖
ちゅう

積
せき

平
へい

野
や

が広がっていった。中世以前の北部地域は、旧鬼怒
き ぬ

川
がわ

（現・利根川）が氾濫
はんらん

するたびに流れが変わる氾濫
はんらん

原
げん

であったが、江戸時代以降の干拓
かんたく

事業

により主に水田として利用されている。 

以上のような変遷を経て地形が形成された

ため、台地の露
ろ

頭
とう

の模式的な断面は、表土の下

に関東ローム層、その下に海成層である成田層

という順序となる。また、十数万年の周期で間

氷期と氷期を繰り返してきたため、成田層以前

にも海成層が形成されており、これらは下総層

群と総称されている。 

香取市の数値標高図 

佐原付近の地質断面模式図 

千葉県『千葉県の自然史 本編 2 千葉県の大地』1997 参照 
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（３）河川 

河川は市北部を利根川が西から東へ流れる。

北限は常
ひ

陸
たち

利根
と ね

川
がわ

が茨城県との県境をなし

ている。また、下総台地から利根川に合流す

る支流は、大
おお

須賀
す が

川
がわ

、小野
お の

川
がわ

、黒
くろ

部
べ

川
がわ

など

がある。南部は直接太平洋に注ぐ栗
くり

山川
やまがわ

の上

流域である。西部を南北に両総用水が流れる

が、これは農業用水の供給のため、香取市佐

原で利根川から取水した水を九十九里平野南

部に送るもので、栗山川の一部はその役割も

果たしている。 

北部の千葉県と茨城県にまたがる地域は、

約 6千年前には大きな内
うち

海
うみ

が存在していた。その範囲は、 霞
かすみ

ケ
が

浦
うら

や北浦
きたうら

、印
いん

旛
ば

沼
ぬま

、手賀
て が

沼
ぬま

に

も及び「香
か

取
とり

の海
うみ

」、「常総の内海」などと称されている。古代においてはこの内海を挟んで香

取・鹿島の両神宮が鎮座し、沿岸には水上交通を介在した文化・経済圏が 醸
じょう

成
せい

された。 

 

香取市周辺の土地条件図（市域は赤枠） 

香取市周辺の河川の流域 
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かつての利根川は、東京

湾に注いでいた。利根川
と ね が わ

東遷
とうせん

事業は徳川幕府が近世

以降に行ったもので、旧来

の利根川中下流の付け替え

となる河川改修で、東方向

に流れを変えることで銚子

から太平洋に注がせること

に成功した。これにより、

それまでの 東
ひがし

廻
まわ

り航
こう

路
ろ

の

難所である房総半島沖を経

由せず、利根川と江戸川を通る新たな河川航路が開発されたことにより、銚子・佐原などの利

根川沿いの町が物資の集積地として発展するきっかけとなった。 

一方で、利根川下流域では頻繁に水害が発生するようになったため、明治時代後半以降に利

根川の改修工事が重ねられ、現在では水害もほとんど発生しなくなった。 

 

（４）気候 

 気候は比較的温暖で、年間平均気温は、平成 4（1992）年から令和 3（2021）年の 30年間

の平均で14.0℃である。同期間の最暖月の平均気温は約25.5℃、最寒月の平均気温は約3.6℃、

年較差は 21.9℃である。年間降水量は同期間の平均で 1,495 ㎜、秋季に多く冬季に少ない傾向

が見られる。全国的に見ると太平洋側の温帯地方の海洋性気候に位置づけられる。千葉県内の

利根川・鬼怒川の約 1,000 年前の水脈想定図 

出典：気象庁ＨＰ 

千葉県立中央博物館大利根分館展示等を参照 
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銚子や館山のような海洋性気候の影響が強い地域と比べて、比較的気温が低く降水量も少ない。

その中でも市の東部は海洋性の影響を受けやすく、市域の東部と西部で天候に差が現れること

もある。 

冬季は北西寄りの季節風が強く、降雪はあまり見られない。旧家では風除けのため屋
や

敷
しき

林
りん

も

しくはマキなどの生垣
いけがき

で囲まれた家も多い。 

 

（５）植物・動物 

 市域は、暖帯性森林帯（照葉樹林
しょうようじゅりん

帯）の北端に位置しており、自然性が高い照葉樹林が、

北総台地上や南向き斜面にみられる。また、利根川沿いの斜面には、

湿った環境に成立するタブノキ林が発達する場所がある。台地の縁

には巨大なスギと共に照葉樹が混在する県指定天然記念物「香取神

宮の森」や、地域のシンボルとなっている巨大なタブノキである国

指定の天然記念物「府馬の大クス」がある。他方、北総台地に刻ま

れた谷津の北向き斜面では、二次林や植林が多い。よく管理されて

いる落葉
らくよう

広葉
こうよう

樹林
じゅりん

では、温帯性のカタクリなどの春植物が記録さ

れている。市域の北部には利根川沿いの低地が広がり、貴重な湿地

性植物の生育地になっている。水郷地帯の湿地を象徴するように、

初夏から「あやめ祭り」「はす祭り」等が催される。 

 動物も植物相を受けて多様な種類が分布するものの、土地利用が進んでいるため生息しやす

い場所は限られる傾向がある。その中で利根川河川敷周辺などは

水郷
すいごう

筑波
つくば

国定
こくてい

公園
こうえん

に含まれ、鳥類を中心に多様な生物の住処とな

っている。河川敷のヨシ原ではオオヨシキリ、コジュリン、オオセ

ッカなど希少な鳥類が観察できる。また、横利根川などには川魚の

釣り人が多く訪れ、川魚の佃煮やうなぎ料理は地元名物となってい

る。また、栗山川はかつて鮭の遡上南限で、県無形民俗文化財「山

倉の鮭祭り」の成立にも繋がった。 

 

 

 

 

市の鳥・ヨシキリ 

（オオヨシキリ・コヨシキリ） 

 

 

 

 

 

市の花・アヤメ 

（ハナショウブ・カキツバタ等も含む） 
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２．社会的状況 

（１）香取市の成り立ち 

 香取市は平成 18（2006）年 3月に佐
さ

原
わら

市
し

と小
お

見
み

川
がわ

町
まち

、山
やま

田
だ

町
まち

、栗
くり

源
もと

町
まち

の 1

市 3 町が新設合併し、現在に至ってい

る。現在の香取市内においては、明治

22（1889）年 4 月の町村制施行の際、

佐原町や小見川町など計 18 の町村が

成立した。 

旧佐原市においては、昭和26（1951）

年 3月に佐
さ

原
わら

町
まち

、香
か

取
とり

町
まち

、香
か

西
さい

村
むら

、東
ひがし

大
おお

戸
と

村
むら

が合併して佐原市が誕生し、昭

和 30（1955）年 2月には、新島村
しんしまむら

、津
つの

宮村
みやむら

、大倉村
おおくらむら

、瑞
みず

穂
ほ

村
むら

を編入合併した。旧小見川町においては、昭和 26 年 4 月に小見川町、

豊浦村
とようらむら

、神
かみ

里村
さとむら

、森山村
もりやまむら

が合併して小見川町が誕生し、昭和 30 年 2 月には、良
よし

文
ぶみ

村
むら

を編入

合併した。旧山田町は、昭和 29 年（1954）8 月に府
ふ

馬
ま

町
まち

、山倉村
やまくらむら

、八
や

都
つ

村
むら

が合併し、山田町

が誕生した。旧栗源町は、明治 22 年 4 月に栗源村が誕生し、大正 13（1924）年 4 月に町制施

行により栗源町に移行した。 

 

（２）土地利用 

 豊かな自然環境や歴史・文化

資産に恵まれ、佐原地区中心部、

小見川地区中心部に市街地が形

成され、特に佐原地区中心部は、

国の 重
じゅう

要
よう

伝統的
でんとうてき

建造物群
けんぞうぶつぐん

保
ほ

存
ぞん

地区
ち く

に選定され、水郷観光の

拠点となっている。 

農業が盛んな地域であり、郊

外では低地と台地を生かした農

業生産を行っている。31.3％を

占める水田は利根川沿いやその

支川、また栗山川沿いなどに分

布する。14.8％を占める畑地は下総台地上を中心に分布する。 

合併経緯図 
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（３）人口動態 

人口（平成18年以前は、合併前の佐原市、小見川町、山田町及び栗源町の人口の合計数）は、

昭和45（1970）年以降増加を続けていたが、昭和60（1985）年の93,573人をピークに減少に転

じている。近年はその傾向が加速しており、平成17（2005）年から平成27（2015）年までの10

年間では、約１万人（11.3%）減少している。この傾向は現在も続いており、令和2（2020）年

の人口は72,356人で、その後の人口は令和7（2025）年には65,992人、令和12（2030）年には

60,252人へと推移していくとの推計になっている。 

年齢階層別人口の推移をみると、15歳未満の年少人口の比率が減少する一方で、65歳以上の

老年人口の比率が大幅に増加している。全体として人口構成は、少子高齢化が加速度的に進ん

でいる。令和4（2022）年4月1日には、過疎地域の自足的発展の支援に関する特別措置法（令

和3年法律第19号）に規定する一部
いちぶ

過疎
か そ

地域
ちいき

（佐原・山田・栗源地区）となった。 

香取市の階層別人口の推移 
引用： 地域経済分析システム（RESAS） 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・ 

人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
 

香取市の人口の推移 
引用： 地域経済分析システム（RESAS） 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・ 

人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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（４）交通機関 

 古くは「香取の海」を中心とする水上交通が盛んで、江戸時代以降は利根川を中心とした 舟
しゅう

運
うん

が発達し、様々な物資の集散地として栄えた歴史を有するなど、交通の要
よう

衝
しょう

の地でもあっ

た。 

 周辺の道路は、東京・千葉方面と茨城県とを結ぶ交通動脈として、東関東自動車道水戸線が

あるほか、近接地に首都圏中央連絡自動車道が整備されている。市内の道路網としては、利根

川とほぼ並行して東西に走る国道 356号線（銚子市～我孫子市）と、市の西部を南北に走る国

道 51号線（千葉市～水戸市）の国道２路線を中心に、主要地方道、一般県道、市道等によっ

て構成される。 

鉄道は、東京・千葉方面と銚子方面を結ぶ JR成田線と、佐原と茨城県鹿
か

嶋
しま

市
し

方面を結ぶ JR

鹿島線が走っており、成田線の大戸駅・佐原駅・香取駅・水郷駅・小見川駅、鹿島線の 十
じゅう

二
に

橋
きょう

駅の合計６つの駅がある。JR成田線を利用して、成田駅まで約 30 分、東京駅まで約 85分と、

通勤・通学者の日常的

な交通手段となって

いる。 

 バス交通は、主要駅

などを中心に市内各

所を結ぶ民間バス会

社による路線バスと

市コミュニティバス

が運行している。また、

東京方面とは東関東

自動車道を経由した

高速路線バスで結ば

れており、住民や観光

客の移動手段として

大きな役割を果たし

ている。 

 

 

 

 

市内の交通機関 
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（５）産業 

 就業者数の推移としては、平成 7(1995）年の 48,207 人をピークに人口の減少に伴って就業

者数も全体として減少している。構成比率の推移をみると、第３次産業就業者の割合が増加傾

向にあり、第１次、第２次産業従事者の割合が減少傾向にある。第１次産業就業者数は一貫し

て減少していながらも、平成 27（2015）年まで構成比率は 10%を超えており、全国平均の４％

よりも高い水準にある。 

 

①農業                                           

香取市では、温暖な気候、利根

川の豊富な水、下総台地の肥沃な

耕地などの自然条件に恵まれ、稲

作、畑作、畜産など多様な農業が

展開されている。総農家数は 3,285

戸で、うち主業農業農家数は 640

戸、準主業農家数は 2,645 戸、経

営耕地面積は 11,200ha(『2020 年

農業センサス』)である。 

 
出典：「2020 年農林業センサス」 

香取市総農家数 

産業別就業者数の推移 出典：国勢調査 
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また、農産物生産額（農林水産省令

和元年市町村別農業産出額）は総額で

約 315 億円である。部門別でみると米

が約 77億円でもっとも多く、次いでい

も類が約 73 億円、養豚が約 49 億円、

野菜が約 47億円などである。 

米の生産量は香取市誕生後、県内で

1 位を維持している。野菜類の生産額

も常に県内上位と農業が盛んで、甘藷
かんしょ

などが特産品である。 

 

 

②工業                                       

 工業の状況をみると、事業所数は 90、従業者数は 2,720 人、製造品出荷額等は約 730億円（令

和元年工業統計調査）である。製造品出荷額等は、平成 23（2011）年までは減少の傾向を示し

てきたが、平成 24（2012）年からは増加・維持の傾向を示している。 

 

③商業                                        

 卸売業、小売業を合わせた

商店数は 870 店、従業員者数

は 5,021 人、年間販売額は約

1,128 億円（平成 26 年商業統

計調査 ※平成26年を最後に

廃止）で、年々減少している。 

 

 

 

事業所数、従業者数、製造品出荷額の推移 
出典：「令和元年工業統計調査」 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

事業所数 133 122 121 119 110 105 115 101 94 93 90

従業者数 3,076 2,873 2,476 2,694 2,548 2,387 2,812 2,745 2,743 2,749 2,720

製造品出荷額等（千万円） 6,915 5,904 5,423 5,994 6,215 6,456 7,132 7,837 7,567 7,499 7,300

出典：「令和元年市町村別農業産出額（推計）」 

令和元年度農業産出額 

1999 2002 2007 2014
平成11年 平成14年 平成19年 平成26年
H11 H14 H19 H26

商店数 1,571 1,447 1,223 870

従業者数 7,629 7,520 7,018 5,021

年間販売額（千万円） 16,194 14,572 13,528 11,281

商店数、従業者数、年間販売額の推移 

出典：「平成26年商業統計調査」 



 第１章 香取市の概要 

 

21 

 21 

（６）観光 

年間入込客
いりこみきゃく

数は、令和元（2019）年が約 697万人で、平成 23年の震災時には約 637 万人と

減少したものの、その後は回復している。令和元年度からの新型コロナウイルス感染拡大の影

響により、特にイベント関係の開催が困難になったことで、令和 2年（2020）、令和 3年（2021）

はイベントの入込客数はほぼ無い状況になった。その中でもテレビ放送や雑誌等のマスメディ

アの情報発信機会の増加や文化財の活用の進展等もあり、観光施設の入込客数は大幅な減少に

は至らなかった。 

主だったところで、参詣客で

賑わう香取神宮や、 重
じゅう

要
よう

伝統的
でんとうてき

建造物群
けんぞうぶつぐん

保
ほ

存
ぞん

地区
ち く

に選

定された「佐原の町並み」、初め

て実測による日本地図を作成し

た伊能忠敬の旧宅やその事績を

紹介する伊能忠敬記念館などに

は、日常的に多くの観光客が訪

れる。また、水郷佐原山車会館

や水郷佐原あやめパークなどの

観光施設のほか、道の駅・川の

駅水郷さわら、道の駅くりもと、

農産物直売所（風土村）、観光果樹園、ふるさと農園などの交流拠点も整備されている。近年

では水上スポーツ、釣り、ゴルフなどスポーツ観光に訪れる人も増加している。 

また、季節行事では夏と秋に開催される佐原の大祭や香取神宮の初詣などに多くの観光客を

集めている。ほかにも、 城
じょう

山
やま

公園
こうえん

のさくらつつじまつりや水郷佐原あやめ祭り・はす祭り、

小見
お み

川
がわ

祇
ぎ

園
おん

祭
さい

、水郷おみがわ花火大会、ふるさといも祭にも多くの人々が訪れる。 

平成 28 年度に、成田・佐倉・銚子の 3 市と共に「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総

の町並み」として日本遺産の認定を受け、さらに「佐原の山車行事」がユネスコ無形文化遺産

の一つに登録されたことにより、香取市の魅力を国内外に発信し、観光客の誘致を図るなど地

域振興に繋げている。 

特に佐原の町並み関係では、ＮＰＯ法人・小野川と佐原の町並みを守る会が観光案内ボラン

ティアの拠点とする「町並み交流館」、伝統的建築の休憩施設「さわら町屋館」、古民家を活用

した店舗や古民家ホテルとしての活用の拡大など、歴史資源を活用した観光事業が行政・民間

ともに進められている。また、近年の御朱印ブームもあり香取神宮・鹿島神宮・息栖
いきす

神社
じんじゃ

を巡

る「東国
とうごく

三 社 詣
さんじゃもうで

」が注目を集めており、参拝者の増加に繋がっている。 

香取市の年間入込客数 

（万人） 

出典：香取市商工観光課 
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外国人観光客については、

成田国際空港に近いことな

どもあり、観光案内等を行

う佐原町並み交流館独自の

統計では年々増加傾向にあ

ったが、コロナ禍により大

きく減少した。外国人来訪

者数比率（令和元年度）は、

国別では、タイ（27％）・台

湾（21％）・アメリカ（4％）

の順で多く、タイと台湾で

半数近くを占める。タイ人

観光客が多く訪れるのは、タイ人著名俳優を起用した映画・テレビドラマの撮影地として何度

も使われたことにより認知・注目を集めた影響がある。近年はタイ人の国際交流員が常駐して

おり、タイに向けた情報発信等を担っている。 

 

佐原・香取周辺の主な観光資源 

香取神宮

利根川

佐原の町並み

伊能忠敬旧宅

佐原の山車行事

町並み交流館

水郷佐原山車会館

道の駅・川の駅

水の郷さわら

さわら町屋館

●

●

●●

●
伊能忠敬記念館

令和元年度 町並み交流館来訪外国人出身地 

タイ 1976
台湾 1535
アメリカ 321
中国 212
マレーシア 126
フィリピン 102
香港 102
その他 2970
全体（人） 5368
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第２章 香取市の歴史と文化財 

 

１．歴史的背景 

 

（１）原始 

 縄文時代は気候の温暖化による海水面の上昇で、台地上及び台地斜面部を中心に多くの貝塚

が形成された。北部の台地上や利根川の自
し

然
ぜん

堤防
ていぼう

上には各時代の遺構が密集して分布するが、

特に縄文時代と古墳時代の遺跡が多い。出土遺物から霞ケ浦周辺の遺跡との共通点も多く、か

つての「香取の海」を中心とした文化圏を形成していたと想定できる。 

 

①人々の営みの始まり                                      

人々の生活が営まれ始めたのは、小見川地区の阿玉台北遺跡から出土したナイフ形石器等か

ら、旧石器時代と考えられる。2 万年前の千葉県北部は現在に比べ寒冷な気候で、下総台地周

辺は海水面の低下により、乾燥した台地と深い谷が広がっていた。 

②「香取の海」沿岸の集落形成と貝塚                              

 縄文時代は、「香取の海」と呼ばれる広大な内海の沿岸に多

くの集落が営まれていた。集落跡や貝塚の調査例により、動植

物や魚介類を採集して生活を営んでいたことが明らかになっ

ている。国の史跡である阿
あ

玉
たま

台
だい

貝塚、良
よし

文
ぶみ

貝塚のほか、下
しも

小野
お の

貝塚、城
しろ

ノ
の

台
だい

貝塚は全国的にも著名な貝塚である。 

良文貝塚や阿玉台貝塚は、全国有数の大型貝塚密集地で、い

ずれも主にハマグリ・アサリなどの海水産の貝で構成され、縄

文時代中期を中心とした貝塚である。特に、阿玉台貝塚は約５

千年前の縄文時代中期前半の阿玉台式土器の標式遺跡
ひょうしきいせき

であり、

考古学史的にも重要な遺跡である。良文貝塚出土の香
こう

炉
ろ

形
がた

顔面付
がんめんつき

土器
ど き

は県指定有形文化財となっている。ほかにも、中

央部に所在する下小野貝塚は、昭和 25（1950）年の発掘調査

の際に出土した土器によって縄文時代中期初頭の下小野式土

器の標式遺跡となっている。また、城ノ台貝塚は縄文時代早期

の大規模貝塚として知られる。 

良文貝塚については、昭和 4（1929）年に「貝塚史蹟保存会」

が結成され、地元の人々により遺跡と出土遺物の保護がなされてきた。 

阿玉台貝塚標柱 

香炉形顔面付土器 
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現在、田園空間博物館まほろばの里（貝塚）では、良文貝塚出土品・香炉形顔面付土器レプ

リカなどを収蔵、展示している。 

③「香取の海」を通じた文化圏                                        

 弥生時代は、稲作や金属器が我が国にもたらされ、大きく社会状況が変化した時代である。

「香取の海」を望む台地縁辺部ならびに利根川（旧鬼怒川）の自然堤防上に弥生時代の遺跡が

残る。 

標高約 50ｍの黒部川沿いの台地上に立地する小見川地区の阿玉台北遺跡からは、茨城県の南

部から千葉県の北部に分布する弥生時代中・後期の土器が出土している。また、阿玉台北遺跡

から北西約 10 ㎞のササノ倉遺跡（織
おり

幡
はた

）からも同様の土器が一括して出土している。これら

の遺物の出土状況から、「香取の海」一帯が水上交通による密接なつながりを持つ一つの文化

圏を形成したと考える。 

④豪族たちによる古墳の築造                                      

 台地上ならびに自然堤防上に多くの古墳・古墳群が残

されている。中でも、三
さん

ノ
の

分
わけ

目
め

大塚山
おおつかやま

古
こ

墳
ふん

（市指定史

跡）は、墳丘長 123ｍの規模を誇る県内屈指の大型前方

後円墳である。古墳時代中期の５世紀前半から中頃に築

造されたと考えられる。この古墳からは、長持形石棺と

大型の円筒埴輪や形象埴輪が確認されている。利根川下

流域最大規模の大塚山古墳の被葬者は、広大な「香取の

海」の水上交通を 掌
しょう

握
あく

していた豪族であったと推察される。 

西部の山
やま

之
の

辺
べ

手ひろがり３号墳（円墳）、大
おお

戸
と

宮作
みやさく

１号墳（長方墳）からは、被葬者の頭部

をのせるために作られた「石
いし

枕
まくら

」とそれに添える

「立花
り っ か

」が出土している。石枕と立花を用いた葬送儀

礼は、「香取の海」沿岸地域で４世紀終わり頃から６

世紀前半頃まで流行した様式である。 

 ６世紀中頃に、城 山
じょうやま

第１号古墳（前方後円墳）が

黒部川下流西側の台地上に造られ、円筒
えんとう

埴
はに

輪
わ

、人物・

馬・家などの形
けい

象
しょう

埴
はに

輪
わ

が出土している。埋葬施設は

横穴式
よこあなしき

石室
せきしつ

で木棺
もっかん

を伴い、石室内からは舶載
はくさい

の三角
さんかく

縁
ぶち

神
しん

獣
じゅう

鏡
きょう

をはじめ、大刀や鉄
てつ

鏃
ぞく

などの武器や 鎧
よろい

・ 冑
かぶと

などの武具、金属製の冠などの装身

具、馬具などの多くの副葬品が検出されている（県指定）。特に三角縁神獣鏡は畿
き

内
ない

を中心と

した地域に多く出土していることからヤマト政権との深いつながりが推察され、被葬者は当時

この地域を支配していた 下
しもつ

海
うな

上
かみ

国
くにの

造
みやつこ

に関係する人物と推定できる。 

三ノ分目大塚山古墳近景 

石枕・立花出土状況 

（大戸宮作１号墳） 
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現在、城山第 1号古墳出土品や大戸宮作 1号墳の石枕、三角縁神獣鏡レプリカなどを、香取

市文化財保存館で収蔵、展示している。 

仏教が伝わると全国的に寺院の造営が始まり、7 世紀末頃には古墳の造営はされなくなる。

当地方で最も古い木内
きのうち

廃
はい

寺
じ

跡
あと

は７世紀後半の建立で、その西方約１㎞にある虫
むし

幡
はた

の清
し

水入
みずいり

瓦
かわら

窯
かま

跡
あと

から出土した布目瓦はこの寺院に供給されたものである。このことから寺院建立のた

めの専門技術を持った工人集団がこの地に定着していたと推定できる。 

また、岩部
いわべ

のコジヤ遺跡から出土している「瓦当笵
がとうはん

」は、全国的にも類例が少なく、瓦生産

に係る工人の存在が想定される。 

 

（２）古代 

 奈良時代の天平 12（740）年ごろに「国・郡・郷」が置かれるようになり、現在の市域は下

総国香取郡及び海上
うなかみ

郡・匝
そう

瑳
さ

郡に属した。 

この時代の遺跡は数多く確認されており、水田耕作に適した広い低地だけでなく、狭い谷部

を望む台地上にも集落が営まれるようになった。これは、鉄製農工具の普及などにより、谷奥

部まで開墾が可能になったことが大きな要因と考えられる。 

 

①香取神宮の創建 

「香取の海」は、外海にもつながる軍事的な要衝と見なされていたことから、その掌握のた

めに香取神宮は茨城県の鹿島神宮と共に置かれたともいわれる。 

８世紀後半に中央で権力を占めていた藤原氏が香取・鹿島の

両神と枚
ひら

岡
おか

社（大阪府東大阪市）の二神を勧請し、奈良の春

日大社を創建した。こうした背景もあり、当時は伊勢神宮のほ

かには香取と鹿島のみ「神宮」の名称で、別格の扱いを受けて

いた。 

 香取神宮には千葉県の工芸品で唯一の国宝である海
かい

獣
じゅう

葡
ぶ

萄
どう

鏡
きょう

が収蔵されており、正倉院宝物（ 鳥 獣
ちょうじゅう

花
か

背
はい

円
えん

鏡
きょう

）と

同型鏡で、愛媛県の大山祇
おおやまづみ

神社所蔵の鏡（禽 獣
きんじゅう

葡萄
ぶどう

鏡
きょう

）と

合わせ「日本三銘鏡」と称される。中国の唐時代（618～907）

初期につくられ、8世紀に唐よりもたらされた伝来品
でんらいひん

である。 

 

 

 

海獣葡萄鏡 


